
                          令和８年２月２４日 

 

 

 入院セットレンタル取扱い業者 各位 

 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 

                       経 理 課 

 

 

 

 

      次年度以降の入院セットレンタル内容及び見積り提案依頼（案） 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より病院事業につき

ましては、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて入院セットレンタルの販売運用については、現行業者との契約が令和８

年３月３１日をもって履行期間満了となるため、次年度以降について新たに業

者選定をいたします。 

 そこで現行内容及び運用を踏まえた上で各関係部署及び専門職と協議し、別

紙のとおりセット内容の見直しを行いましたので、現行の利用状況等を参考に

し、見積り提案書の作成をお願いいたします。 

 また当契約は病院敷地の一部を有償にて貸付け、運営を行っていただく定期

建物賃貸借契約としておりますので、その賃料見積りも別紙を確認のうえ積算

ください。 

 なお、提出期日内に有効な見積及び提案をいただいた中から各関係部署及び

専門職と再度協議し次年度からの契約業者を決定いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．現状について 

（１）滋賀病院許可病床数３１０床（実稼働病床数２６３床） 

   稼働率６５％～６８％ 

 

（２）現行プランによる各種年間利用者数（直近年間実績） 

  
  

２．次回プランについて 

  
    

３．日用品基本セット内容について（対象：上記Ａ、Ｂ、Ｃプラン） 

BOX ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース、 

35,405 人

8,395 人

730 人

17,885 人

6,205 人

9,618 人

人数プ　ラ　ン

お茶プラン　(令和7年1月から実施)

紙おむつ少量

紙おむつ基本

タオルプラン

衣類プラン

衣類・タオル類プラン

内　　　　容

Ｆ １日１本（６００㎖）お茶プラン

Ｅ

D

C

B

A

プ　ラ　ン

テープ止め、パンツタイプ、尿取りパッド、おしり拭き

テープ止め、パンツタイプ、尿取りパッド、おしり拭き
（１日1枚程度）

紙おむつ①基本
（常時使用される方）

紙おむつ②少量
（使用数が少ない方）

衣類・タオルプラン
寝巻き（甚平・浴衣タイプ、介護用つなぎ、リハビリウェア）

バスタオル、フェイスタオル

衣類プラン 寝巻き（甚平・浴衣タイプ、介護用つなぎ、リハビリウェア）

タオルプラン バスタオル、フェイスタオル



ストロー付コップ、吸い飲み、ストロー、箸・フォーク・スプーン（セ 

ットでケース付）、食事用エプロン、リンスインシャンプー、ボディー 

ソープ、カミソリ、ヘアブラシ 

 

４．紙おむつ①・②の内容について（メーカー指定：ユニ・チャーム製） 

   
 

５．提案条件について 

（１）各セットについて販売価格を提示してください。 

 

（２）貸付け面積について 

  現行貸付け面積・・・・４．１８㎡ 

本館地下１階洗濯室の一部（日用品在庫等） 

   賃料は月額で記載ください。 

 

（３）契約年数について 

令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間） 

 

（４）固定管理手数料について 

賃料とは別に固定管理手数料の徴収をしておりますのでご提案ください。 

 

（５）病棟院内物流について 

   商品在庫指定保管倉庫から各病棟指定箇所に紙おむつ、病衣、タオル、

日用品を納品し、定数管理ください。 

 

（６）受付窓口業務について 

   申込者・検討者に対して仕組みや料金・支払い方法などの説明を行って 

ください。 

   現在の受付時間は１０時から１３時、１階専用ブース及び各病棟での対 

リハビリパンツレギュラー

のびーるフィットテープ止め

おしり拭き

テープ止めタイプ

尿取りパッド

項　　目 商　　品　　名

パンツタイプ

さらさらからだふき　業務用

かんたん装着パッドレギュラー

一晩中安心さらさらパッドSkinConditionウルトラ

長時間安心さらさらパッドプレミアム

うす型快適パンツレギュラー



   応となります。（時間・人員については、ご提案ください。） 

 

（７）その他アピールする点等ありましたらお願いします。 

 

６．見積提案参加の条件は、次のとおりとする。 

（１）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務 

細則」という。）第４条第４項の規定に基づき経理責任者が定める資格を 

有するものであること。 

 

（２）契約事務細則第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者 

、成年被後見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必 

要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 【参考】契約事務細則抜粋 

  第５条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれ 

かに該当する者を一般競争に参加させることができない。 

   一 契約を締結する能力を有しない者 

   二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

77 号）第 32 条第１項各号に掲げる者 

 

（３）契約事務細則第６条の規定に該当しない者であること。 

 【参考】契約事務細則抜粋 

  第６条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を 

その事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。こ 

れを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様 

とする。 

   一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い 

、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

   二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正 

な利益を得るための連合をした者 

   三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

   四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職 

    務の執行を妨げた者 

  五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

  六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代 

   価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

   七 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を 

契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した 

者 

   八 前各号に類する行為を行った者 

  ２ 第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。 

 



（４）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程 

第２条の各号に該当しない者であること。 

 

（５）次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

① 提出書類等に虚偽の事実を記載した者 

② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

③ 参加者は、当院から提供した資料又は当院が指定した資料の履行完了 

後の取扱い（返却、削除等）について、当院の指示に従うこと。 

 

（６）次の要件をすべて満たしている者であること。 

① 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等 

」でＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を 

有する者であること。ただし、業務提携等の代理店等による対応でも可 

とする。 

② 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て 

をしていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生 

手続開始の申立てをしていない者。（なお、会社更生法に基づき更生手 

続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て 

をした者にあっては、手続き開始の決定がなされた後において当局の参 

加資格の再認定を受けている者（再認定後の競争参加資格による））。 

④ 不正及び不誠実な行為がないこと。 

⑤ 見積提案提出期限の日から受託者決定の時までの期間に独立行政法人 

地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から独立行政法人地域医 

療機能推進機構契約指名停止等措置要領（以下「指名停止要領」という 

。）に基づく指名停止を受けていないこと。 

⑥ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格者が契約等の全部若 

しくは一部を下請し、もしくは受託し、又は当該契約の履行を保証させ 

ようとする者ではないこと。 

⑦ 過去３年以内に３００床以上の病院において同業務の実績があること 

  ⑧ クリーニング業務の適合証明を受けていること。 

  ⑨ 医療関連サービスマーク（寝具類洗濯）の認定を受けていること。 

  ⑩ プライバシーマークの認定を受けていること。 

  ⑪ 運用上必要な物品については、受託者側で準備ができること。 

 

７．提出期限 

見積り提案書等の提出期限は、令和８年３月１１日（水）１１：００まで 

に持参又は郵送ください。なお郵送の場合も同日１１：００必着とします。 

   

８．提出先及び問い合わせ先 

 〒５２０－０８４６ 滋賀県大津市富士見台１６番１号 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 経理課契約係 



 電話：０７７－５３７－３１０１ 

  メールアドレス：keiri@shiga.jcho.go.jp 

 

９．提出書類 

（１）参加資格確認申請書（別紙１） 

 

（２）全省庁統一資格審査結果通知書（写） 

 

（３）保険料納付に係る申立書（別紙２） 

 

（４）反社会的勢力排除に関する誓約書（別紙３） 

 

（５）見積書（各販売価格、貸付土地の賃料、固定管理手数料） 

 

（６）提案書（A4 サイズ、２部、枚数問わず） 

 

（７）同業務実績（契約書写等） 

 

（８）クリーニング業務の適合証明書を受けている証明（写） 

 

（９）医療関連サービスマーク（寝具類洗濯）の証明（写） 

 

（10）プライバシーマークの認定証（写） 

  

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

参加資格確認申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 

院長 来見 良誠 殿 

 

 

住   所 

商号又は名称 

代表者氏名            ○印  

 

 

 

 令和８年２月２４日付で公告のありました入院セットレンタルに係る参加資

格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則第５条及び第 

６条の規定に該当する者でないこと並びに添付資料の内容については事実と 

相違ないことを誓約します。 

 

 

記 
 

 

１．全省庁統一資格審査結果通知書（写） 

２．保険料納付に係る申立書 

３．反社会的勢力排除に関する誓約書 

４．見積書 

５．提案書 

６．同業務実績（契約書写等） 

７．クリーニング業務の適合証明書（写） 

８．医療関連サービスマーク（写） 

９．プライバシーマークの認定証（写） 

 

 

 

 



別紙２ 

保険料納付に係る申立書 

 

 

 
当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保

険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に

支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について

、一切滞納がないことを申し立てます。 

なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当

社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止

処分を受けることに異議はありません。 

また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたと

きは、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

         令和  年  月  日 

 

 

住   所 

商号又は名称 

代表者氏名            ○印  
 

 

 

 

 

 独立行政法人地域医療機能推進機滋賀病院 

  院長 来見 良誠 殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

反社会的勢力排除に関する誓約書 
 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院  

院長 来見 良誠 殿 

 

住      所： 

商号又は名称： 

氏名（代表者）：                 印 

 

 
弊社は、独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院（以下「機構」という。）の取引に伴い、暴力

団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力

団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当しないことを表明

し、以下の通り誓約致します。 

なお、本誓約書にて誓約した事項については、本誓約書提出以前に弊社と機構との間で締結した一切

の契約及び本誓約書提出以降に弊社と機構の間で締結する一切の契約について適用されることを了承し

ます。 

 

１. 弊社は、機構と締結する契約に際し、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号に該当しない

ことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。 

（１）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不

当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

（４）反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関

係を有すること 

（５）役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有

すること 

（６）その他前号（１）から（５）に類する反社会的勢力との関係を有すること 

 

２．弊社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を越えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為  

（５）その他前号（１）から（４）に準じる行為 

 

３．弊社は、自らの全ての下請または再委託先業者（以下「関連業者」という。）が第１項に該当しな

いことを確約し、将来にわたっても関連業者が同項若しくは第２項各号に該当する行為を行わないこ

とを誓約します。 

４． 弊社は、関連業者が前項に該当することが契約締結後に判明した場合には、直ちに関連業者との契

約を解除し、又は契約解除のための措置をとるものとします。 

５． 弊社が前各項に違反した場合、機構が弊社に何らの催告なしに直ちに契約を解除しても弊社は異議

を述べないことを確約します。 

６．弊社は、前５項により契約を解除された場合、機構に対して一切の損害賠償請求を行わないことを

確約し、また、契約書で定められている違約金（損害賠償金の予定）を機構に支払うことを確約しま

す。 

 


